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■計画の基本情報

H 30 ～ R 8

第2次亀山市障がい者福祉計画に関する実績等報告書（令和元年度）

位置付け

本計画は、障害者基本法第11条第3項に基づく「市障害者計画」と、児童福祉法第33
条の20第1項に基づく「市障害児福祉計画」を包含した障害者総合支援法第88条第1
項に基づく「市障害福祉計画」とを一体的に策定するとともに、あわせて、第2次亀山市
総合計画に即しつつ、特定の課題に対応するものである。

健康福祉部 地域福祉課

目的・概要

計画期間 年度

計画の基本理念である「生涯にわたり自分らしく活動ができ、共感と共生ができるまち」
をめざし、障がい者福祉にかかる「地域で安心して暮らせるまちづくり、多様性を尊重し、
つながり合う環境づくり、自立した生活のできる体制づくり」を基本目標に掲げている。

計画の骨格



■成果指標
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■計画の実績等
主な実績として、市主催のあいあい祭りやヒューマンフェスタin亀山、県主催の芸術
文化祭に、障がい者支援団体等が参加することで市民との交流や相互理解に繋
がった。障害者差別解消のための協議の体制整備に向けて、地域自立支援協議
会にその役割を付加し、差別解消の推進に向けてあらたに取り組むこととした。ま
た、医療的ケアが必要な児を支援するため、三重県小児トータルケアセンターや三
重病院が事務局である近隣５市（津・鈴鹿・名張・伊賀・亀山）による「にじいろネット
研究会」を亀山市で開催し、保健・医療・福祉・教育に携わる多職種の関係者が集
まり、市の医的ケア児への関りを紹介するとともに「高度な医療的ケア児を地域でサ
ポートしていくためには何が必要か」をテーマに、課題の検討や情報共有を行った。
福祉サービスでは、新たに訪問入浴サービスを開始した。

ボランティア活動の推進に向け活動団体の現状や課題を把握し、ひきこもりの実態
把握に向けた検討や差別解消に向けた協議体制整備の協議等、地域で安心して
暮らせるまちづくりを進めた。子どもの発達に応じた療育事業、専門機関と連携した
巡回相談や、多機関との連携による医療的ケア児の支援の充実に向けて進めた。
精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムについては、鈴鹿亀山圏域で協議
の場の設置に向けた検討を行い、鈴鹿厚生病院のアウトリーチ事業の活用や訪問
入浴サービス事業の開始等、多様性を尊重しつながり合う環境づくりを進めた。一
般就労に向けた継続的な支援や、障がい者就労施設から市の物品等の調達を行
い就労施設の仕事の確保に繋げるとともに、市内企業に、精神・発達障害者しごと
サポーター養成講座の情報提供を行い自立した生活のできる体制づくりを進めた。

障がいのある人の自立生活に向け、障害者総合相談支援センターあいと連携し、
職場実習や就労移行支援事業の活用などにより就労に向けた支援に繋げた。ま
た、訪問入浴サービスを開始し、住み慣れた地域で自立した生活ができるよう福祉
サービスの充実を図った。さらに、各種媒体を活用した市民意識の高揚や、コミュニ
ケーション支援事業の活用などにより、だれもが暮らしやすい社会に向けた取組を進
めた。

障がい者が安心して地域で暮らせるよう、地域における支援者の理解を深める啓発
活動が必要である。また、障がい者を取り巻く相談は、個人だけでなく世帯全体の支
援が必要なケースが顕在化しており、総合的・専門的な支援体制の構築に向け、
基幹相談支援センター機能の強化や地域生活支援拠点等の整備が必要である。

地域における支援者の障がい者に対する理解を深める取組や、基幹相談支援セン
ターの必要な機能を補完できるよう、地域活動支援事業を活用した相談支援体制
の見直しなどにより、障がい者の地域における生活を支援する拠点づくりにつなげて
いく。
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第５期 障がい福祉計画・第 1期障がい児福祉計画【進捗管理】 

 

１ 第 5期亀山市障がい福祉計画の概要 

第 5期亀山市障がい福祉計画は、障害者総合支援法第 88条に基づき策定するもの

で、障がい福祉サービス等の確保に関する計画となり、国の基本指針に即して、計画期

間（平成 30年～令和 2年度）における成果目標を設定し、その成果目標を達成するた

めの活動指標（個別サービスの見込量等）を定めたものです。 

 

２ 計画期間における目標値 

(1)福祉施設の入所者の地域生活への移行 

国の指針では、平成 28年度末時点における施設入所者数の９％以上を令和２年度末

までに地域生活へ移行することとし、また、令和２年度末の施設入所者数を平成 28年

度末時点の施設入所者数から２％以上削減することを基本目標としています。 

項  目 数 値 進  捗 

28年度末時点の入所者数（A）   ３１人  

目標年度入所者数（B）   ３０人  

【目標値】 

削減見込（A－B） 

  １人減 

（３%） 
平

成

30

年

度 

０ 
令

和

元

年

度 

   

   ０ 

 

令

和 

２

年

度 

 

【目標値】 

地域生活移行者数（施設入所から

地域生活へ移行した人の数） 

  ３人 

（９%） 
1    ０  

【令和元年度 成果・課題】 

●平成 30年度に 1人がグループホームに移行されたが、令和元年度においては地域移行した者

はいなかった。今後も地域移行ができそうな人に対して、地域移行支援事業を活用するなど、入所施

設等の関係機関と連携を図りながら取り組んでいく。 

 

(2)精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

国の指針では、令和 2年度末までに市町村ごと、あるいは複数の市町村共同で、保

健・医療・福祉関係者による協議の場を設置することを成果目標としています。 

項  目 数 値 進  捗 

【目標値】 

2年度末の保健・医療・福祉関係

者による協議の場の設置 

 １か所 
鈴鹿・亀山圏域 

平

成

30

年

度 

０ 

令

和

元

年

度 

  ０ 

令

和 

２

年

度 

 

【令和元年度 成果・課題】 

●鈴鹿・亀山圏域において、精神障がいに関わる保健・医療・福祉関係者が参加するワーキング（11

回開催）を設置し、当該ワーキングを協議の場に位置付けるよう、検討を進めた。 

  



 

 
 

(3)地域生活支援拠点等の整備 

国の指針では、令和２年度末までに、障がい者の地域での生活を支援する拠点等を少

なくとも一つ整備することを成果目標としています。 

項  目 数 値 進  捗 

【目標値】 

２年度末の地域生活支援拠点の

整備数・場所 

 １か所 
鈴鹿・亀山圏域 

平

成

30

年

度 

０か所 

令

和

元

年

度 

０か所 

令

和 

２

年

度 

 

【令和元年度 成果・課題】 

●面的整備型の地域生活支援拠点の整備に向け、鈴鹿・亀山圏域の各部会において、相談体制や

緊急時の対応方法などについて、事業所等との意見交換を行い、検討を進めた。 

 

(4)福祉施設から一般就労への移行等 

①福祉施設から一般就労への移行者数 

国の指針では、令和２年度中に就労移行支援事業等を通じた一般就労への移行者数を

平成 28年度実績の 1.5倍以上とすることを基本目標としています。 

項  目 数 値 進 捗 

28年度の 

年間一般就労移行者数 
  ４人  

【目標値】 

２年度の年間一般就労移行者数 

  ６人 

（1.5倍） 

平
成
30
年
度 

７人 

令

和

元

年

度 

５人 

令

和 

２

年

度 

 

【令和元年度 成果・課題】 

●就労継続支援Ａ型事業所から 2人、就労移行支援事業から 3人が一般就労につながった。市で

は、職場実習事業を継続して行うこととしており、障害者就業・生活支援センターや福祉施設などと情

報共有や連携を図りながら、一般就労に移行できるよう継続的な支援を行う。 

 

②就労移行支援事業の利用者数 

国の指針では、令和２年度末における就労移行支援事業の利用者数を平成 28年度末

実績から２割以上増加することを成果目標としています。 

項  目 数 値 進  捗 

28年度末の 

就労移行支援事業の利用者数 
  １４人  

【目標値】 

２年度末の 

就労移行支援事業の利用者数 

  １７人 

（121%） 

平
成
30
年
度 

３１人 

令
和
元
年
度 

２６人 

令
和
２
年
度 

 

【令和元年度 成果・課題】 

●特別支援学校在学生のアセスメント（就労面の評価）の利用など、当該事業は継続的に利用ニー

ズがある。アセスメントを参考とした本人の適正に応じた就労や、当該事業利用者の意向に沿った就

労につなげつつ、利用者の確保に努めていく。 



 

 
 

③就労移行支援事業所の就労移行率 

国の指針では、就労移行率が３割以上である就労移行支援事業所を、令和２年度末ま

でに全体の５割以上とすることを成果目標としていますが、市内では事業所が１か所で

あり、令和２年度末までに就労移行率が３割以上となるよう支援を行います。 

項  目 数 値 説  明 

【目標値】 

２年度における就労移行率が３

割以上の就労移行支援事業所を

全体の５割以上とする。 

 1か所 ２年度における就労移行支援事業所の数 

 １か所 
２年度における就労移行率が３割以上の就労
移行支援事業所の数 

 １００% 
２年度における就労移行率が３割以上の就労
移行支援事業所の割合 

【令和元年度 成果・課題】 

●平成 30年度に市内の事業所が１か所になり、鈴鹿・亀山圏域において、令和元年度では６事業

所となった。就労移行支援事業の利用者は安定して多い傾向にあるものの、就労につながるケース

は少ないため、事業所の参入を図りつつ、事業所と連携した就労につながる支援が必要である。 

 

④就労定着支援事業による職場定着率 

国の指針では、就労定着支援事業による支援を開始した時点から１年後の職場定着率

を８割以上とすることを成果目標としています。 

項  目 数 値 説  明 

【目標値】 

元年度における就労定着支援事

業による支援開始１年後の職場

定着率を７割以上とする。 

  ２人 
平成 30年度中に新規で就労定着支援事業を利
用した者の数（A） 

  １人 
Aのうち令和元年度末までに事業を利用して

12か月以上に渡り一般就労していると見込ま
れる者の数（B） 

 ５０％ 
元年度における就労定着支援事業による支援開
始１年後の職場定着率（B/A） 

【令和元年度 状況】 

●平成 30年度の就労定着支援事業の利用者は 2人であり、令和元年度末において 1名は職場に

定着している。1名は休職中したため就労定着支援事業は休止し、就労継続支援 B型を利用して職

場復帰を目指している。今後も、本事業の利用を継続しつつ、職場定着率の向上を図っていく。 

 

項  目 数 値 説  明 

【目標値】 

２年度における就労定着支援事

業による支援開始１年後の職場

定着率を８割以上とする。 

  ４人 
令和元年度中に新規で就労定着支援事業を利用
した者の数（A´） 

  ３人 
A´のうち令和２年度末までに事業を利用して

12か月以上に渡り一般就労していると見込ま
れる者の数（B´） 

 ７５％ 
２年度における就労定着支援事業による支援開
始１年後の職場定着率（B´/A´） 



 

 
 

３ 障がい福祉サービスの目標とその確保のための方策 

(1)訪問系サービス 

①居宅介護（ホームヘルプ） 

区分 
第 4期計画・実績値 第 5期計画・見込値 

27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度 

目標値 
給付時間（時間／月） 627 706 785 750 800 850 

利用者数（人／月） 57 61 65 50 53 55 

実績値 
給付時間（時間／月） 637 763 698 738 788  

利用者数（人／月） 49 51 52 58 60  

 

②重度訪問介護 

区分 
第 4期計画・実績値 第 5期計画・見込値 

27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度 

目標値 
給付時間（時間／月） 260 260 260 250 500 750 

利用者数（人／月） 1 1 1 1 2 3 

実績値 
給付時間（時間／月） 28 3 223 328 350  

利用者数（人／月） 0.2 0.1 1 1 1  

 

③同行援護 

区分 
第 4期計画・実績値 第 5期計画・見込値 

27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度 

目標値 
給付時間（時間／月） 40 60 84 50 55 60 

利用者数（人／月） 4 5 6 5 6 7 

実績値 
給付時間（時間／月） 43 50 55 58 80  

利用者数（人／月） 4 4 3 3 5  

 

④行動援護 

区分 
第 4期計画・実績値 第 5期計画・見込値 

27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度 

目標値 
給付時間（時間／月） 20 40 60 10 20 30 

利用者数（人／月） 1 2 3 1 2 3 

実績値 
給付時間（時間／月） 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2  

利用者数（人／月） 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2  

 

⑤重度障害者等包括支援 

区分 
第 4期計画・実績値 第 5期計画・見込値 

27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度 

目標値 
給付時間（時間／月） 0 0 260 0 0 250 

利用者数（人／月） 0 0 1 0 0 1 

実績値 
給付時間（時間／月） 0 0 0 0 0  

利用者数（人／月） 0 0 0 0 0  



 

 
 

◆サービスを確保するための方策 

ホームヘルパーの人材不足により、サービスを必要とする人が必要な量のサービスを

受けられない現状を改善し、福祉施設入所者や精神科病院へ入院している障がい者が地

域生活へ移行するためにも、訪問系サービスの提供体制を整える必要があります。 

事業所の新規参入を働きかけ、夜間や早朝にも対応できる事業所の確保やホームヘル

パー等の人材確保に努めます。また、障がい特性に配慮した対応ができるよう、県が実

施する研修等の情報提供を行い、支援者のスキルアップにつなげます。 

 

【令和元年度 成果・課題】 

【居宅介護】 

●給付時間・利用者数は年々増加傾向にある。自宅での介護ニーズの高まりもあり、令和元

年度は利用者数が目標に達成し、給付時間も目標に限りなく近づいた。今後も利用者数の

増加にあわせ、給付時間も伸びると思われる。 

【重度訪問介護】 

●平成 29年 2月から継続的に利用があり、令和元年度の実績値において、利用者数、給

付時間ともに目標を達成した。今後も必要とされる人に対しサービスの利用案内や支給決

定・支給量になるよう努める。 

【同行援護】 

●給付時間は年々増加傾向にあり、令和元年度実績において、利用者数は目標を達しなか

ったが、給付時間は目標を達成した。今後も視覚障がい者の社会参加や地域生活を支援で

きるよう、計画相談事業所等と連携を図り、利用者の増加に取り組んでいく。 

【行動援護】 

●市内には事業者がなく、鈴鹿・亀山圏域においても、２箇所しかないのが現状である。本市

の利用者は少ないものの、市内で対応できるよう、事業所の参入を促していく。 

【重度障害者等包括支援】 

●県内には対応できる事業所がないのが現状である。現状本市において、利用希望はない

ものの利用ニーズの把握に努める。 

 

  



 

 
 

(2)日中活動系サービス 

①生活介護 

区分 
第 4期計画・実績値 第 5期計画・見込値 

27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度 

目標値 
給付時間（人日／月） 1,834 2,067 2,328 1,800 1,900 2,000 

利用者数（人／月） 96 106 117 95 100 105 

実績値 
給付時間（人日／月） 1,622 1,649 1,752 1,869 1,902  

利用者数（人／月） 88 89 92 98 100  

 

②自立訓練 

【機能訓練】 

区分 
第 4期計画・実績値 第 5期計画・見込値 

27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度 

目標値 
給付時間（人日／月） 46 46 46 60 70 90 

利用者数（人／月） 2 2 2 3 3 4 

実績値 
給付時間（人日／月） 5 9 39 20 9  

利用者数（人／月） 0.8 0.9 2 1 0.9  

【生活訓練（宿泊型自立訓練含む）】 

区分 
第 4期計画・実績値 第 5期計画・見込値 

27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度 

目標値 
給付時間（人日／月） 69 69 69 70 90 110 

利用者数（人／月） 3 3 3 3 4 5 

実績値 
給付時間（人日／月） 39 19 39 27 6  

利用者数（人／月） 2 1 2 1 0.3  

 

③就労移行支援 

区分 
第 4期計画・実績値 第 5期計画・見込値 

27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度 

目標値 
給付時間（人日／月） 138 138 138 250 270 290 
利用者数（人／月） 6 6 6 15 16 17 

実績値 
給付時間（人日／月） 144 197 254 168 158  

利用者数（人／月） 9 13 15 10 9  

 

④就労継続支援 

 【Ａ型：雇用型】 

区分 
第 4期計画・実績値 第 5期計画・見込値 

27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度 

目標値 
給付時間（人日／月） 394 430 465 670 700 730 

利用者数（人／月） 22 24 26 32 33 34 

実績値 
給付時間（人日／月） 591 671 632 693 641  

利用者数（人／月） 32 34 32 35 32  



 

 
 

【Ｂ型：非雇用型】 

区分 
第 4期計画・実績値 第 5期計画・見込値 

27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度 

目標値 
給付時間（人日／月） 1,372 1,504 1,654 1,600 1,700 1,800 

利用者数（人／月） 73 80 88 85 90 95 

実績値 
給付時間（人日／月） 1,280 1,430 1,437 1,523 1,656  

利用者数（人／月） 69 77 81 89 94  

 

⑤就労定着支援【新規】 

区分 
第 4期計画・実績値 第 5期計画・見込値 

27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度 

目標値 利用者数（人／月）    4 5 6 

実績値 利用者数（人／月）    0.5 3  

 

⑥療養介護                           （単位：人/月） 

区分 
第 4期計画・実績値 第 5期計画・見込値 

27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度 

目標値 利用者数 8 8 8 11 11 12 

実績値 利用者数 10 10 11 10 10  

 

⑦短期入所（ショートステイ） 

【福祉型】 

区分 
第 4期計画・実績値 第 5期計画・見込値 

27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度 

目標値 
給付時間（人日／月） 78 86 94 190 225 260 

利用者数（人／月） 10 11 12 19 22 25 

実績値 
給付時間（人日／月） 128 134 179 215 249  

利用者数（人／月） 12 12 19 25 29  

 

【医療型】 

区分 
第 4期計画・実績値 第 5期計画・見込値 

27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度 

目標値 
給付時間（人日／月） 39 60 87 5 5 10 

利用者数（人／月） 5 6 7 1 1 2 

実績値 
給付時間（人日／月） 6 2 5 6 7  

利用者数（人／月） 1.4 0.6 1 1 2  

 

  



 

 
 

 

◆サービスを確保するための方策 

 日中活動系のサービスについては、「生活介護」「就労継続支援Ｂ型」の利用が多く

なっています。福祉施設から一般就労への移行を進めるため、就労継続支援事業所に継

続して通所できている利用者に対しては、計画相談支援事業所等とも連携しながら、一

般就労につながるように取り組んでいきます。 

また、「短期入所（福祉型）」についても、利用者が多く、需要の高さがうかがえま

す。市内には定員５名の施設が１カ所しかないため、緊急時にも受け入れが可能となる

よう事業者へ参入を促すととともに、鈴鹿・亀山圏域で広域的に空床の有効活用を図る

ためのシステムづくりの検討を行います。 

 

【令和元年度 成果・課題】 

【生活介護】 

●給付時間・利用者数ともに年々増加しており、令和元年度においては実績を達成すること

ができた。今後も利用者の増加が見込まれるため、それにあわせ給付時間も増加していくと

思われる。 

【自立訓練（機能訓練・生活訓練）】 

●機能・生活訓練ともに目標には達していないものの、利用者のサービス利用が定着してい

る。今後も利用を希望される方へのサービスの利用案内や支給決定・支給量になるよう努め

る。 

【就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）、就労移行支援、就労定着支援】 

●就労継続支援（A型）からは、令和元年度に 2名一般就労に繋がっている。令和元年度

の給付時間、利用人数は平成 30年度と比較し減少しているものの一般就労への訓練を行

う就労継続サービスとしてなくてはならないものとして定着している。 

就労継続支援（Ｂ型）は、平成 27年度から年々増加しており、令和元年度は給付時間・

利用者数ともに目標を達成した。 

就労移行支援は利用者数、給付時間ともに目標値には達していないものの、令和元年度

に３名が一般就労に繋がるなど成果をあげている。 

就労定着支援は、令和元年度は目標に達していないものの、実利用者数は５人に増加し

ている。今後も、就労意識の高まりなどにより利用者の増加が見込まれるため、給付時間も

増加していくと思われる。 

【療養介護】 

●平成 27年度から継続的な利用者がおり、引き続き利用が見込まれる。今後もサービスの

利用が見込まれる方に案内を行い、サービス利用の必要な方の支援につながるよう努める。 

【短期入所（福祉・医療型）】 

●福祉型は、利用者数の増加に伴って、給付時間も年々増加しており、令和元年度におい

て目標を達成した。今後も、福祉型の利用は、介護者の高齢化を背景に負担軽減を目的と

して、増加していくことが予想され、ニーズに対応できるよう、事業との調整を図っていく。 

医療型は、サービスの利用者・給付時間ともに増加し、今後も継続的な利用が見込まれ

る。 

  



 

 
 

(3)居住系サービス 

①自立生活援助      【新規】              （単位：人／月） 

区分 
第 4期計画・実績値 第 5期計画・見込値 

27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度 

目標値 利用者数    0 0 1 

実績値 利用者数    0 0  

 

②共同生活援助（グループホーム）                （単位：人/月） 

区分 
第 4期計画・実績値 第 5期計画・見込値 

27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度 

目標値 利用者数 25 29 33 30 32 34 

実績値 利用者数 29 29 27 27 31  

 

③施設入所支援                         （単位：人/月） 

区分 
第 4期計画・実績値 第 5期計画・見込値 

27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度 

目標値 利用者数 27 26 25 30 29 28 

実績値 利用者数 32 30 30 29 29  

 

◆サービスを確保するための方策 

 令和元年度末において、共同生活援助利用者 31人のうち、市内の５つのグループホ

ームで 10人が生活しています。福祉施設入所者や精神科病院へ入院している障がい者

の地域移行を推進していくため、障がい者が安心して自立した生活がおくれるように、

県や圏域の市と連携しながら居住場所を確保していきます。 

また、施設入所支援は、地域移行できそうな人に積極的に働きかけ、関係機関と連携

しながら、地域移行していけるよう取り組んでいきます。 

 

【令和元年度 成果・課題】 

【共同生活援助・施設入所支援】 

●市内のグループホームは平成 24年に１箇所が立ち上がり、令和元年度末では５箇所に

増加している。市内のグループホームの他、近隣の鈴鹿市、津市等のグループホームでの利

用もみられる。今後もグループホーム利用者のニーズに応えられるよう、居住確保に努めて

いく。 

 また、施設入所支援は平成 30年度に 1人がグループホームに移行したが、令和元年度

に移行した者はいなかった。今後も事業所等、関係機関と連携し、地域移行につながるよう

継続的な働きかけを行う。 

  



 

 
 

(4)相談支援 

①計画相談支援                         （単位：人/月） 

区分 
第 4期計画・実績値 第 5期計画・見込値 

27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度 

目標値 利用者数 22 23 24 50 60 70 

実績値 利用者数 43 40 50 49 50  

 

②地域移行支援 

区分 
第 4期計画・実績値 第 5期計画・見込値 

27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度 

目標値 
給付時間（人日／月） 31 62 93    

利用者数（人／月） 1 2 3 1 2 3 

実績値 
給付時間（人日／月） 0 0 0    

利用者数（人／月） 0 0 0 1 0.3  

 

③地域定着支援                         （単位：人/月） 

区分 
第 4期計画・実績値 第 5期計画・見込値 

27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度 

目標値 利用者数 1 2 3 1 2 3 

実績値 利用者数 1 0 0 0 0  

 

◆サービスを確保するための方策 

 計画相談支援の需要に応えるため、特定相談支援事業所の新規参入の働きかけや、相

談支援専門員のスキルアップのため、県が実施する研修等の情報提供を行うなど、相談

支援体制の充実を図ります。 

 地域移行支援、地域定着支援の周知に努め、障がい者が地域で安心して自立した生活

をおくるため、重層的な相談支援体制を構築し、切れ目のない支援をめざします。 

 

【令和元年度成果・課題】 

【計画相談・地域移行・地域定着支援】 

●計画相談は、計画相談利用のニーズに対応できるよう、事業所に適宜依頼するなど、月

当たり 50人の利用があり、目標値 60には達していないものの増加傾向にある。今後も障が

い者本人が希望されるサービスが提供できるよう、事業所につないでいく。 

 地域移行・地域定着支援は、市内に事業所がないのが現状であるものの、令和元年度は

地域移行支援の利用実績があった。今後、事業所の参入を促しつつ、地域移行支援の利用

者が、地域定着支援へとつながるよう努める。 

 

  



 

 
 

４ 地域生活支援事業の目標とその確保のための方策 

≪必須事業≫ 

(1)相談支援事業 

【年間実績及び見込量】 

区分 
第 4期計画・実績値 第 5期計画・見込値 

27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度 

障害者 

相談支援事業 

箇所数 

（か所） 
1 1 1 1 1 1 

基幹相談支援 

センター 
設置の有無 有 有 有 有 有 有 

実

績

値 

障害者相談支

援事業 

箇所数 

（か所） 
   1 １  

機関相談支援

センター 
設置の有無    有 有  

 

【見込量の確保の方策】 

障害者総合相談支援センター「あい」による「障害者相談支援」は、平成 27年度

2,208件、平成 28年度 2,539件の相談実績がありました。件数と合わせて、相談内容

も複雑化した困難なケースが多くなってきています。基幹相談支援センターの機能を強

化し、各相談機関との連携や関係機関とのネットワークの構築など、相談支援体制の充

実に努めます。 

【令和元年度 成果・課題】 

●障害者相談支援（鈴鹿市・亀山市委託）は、平成 27年度に 2,208件であったものが、令

和元年度は 2,583件と年々増加傾向にあり、その内容も、相談者個人のみの問題ではなく、

世帯単位や個人が複合的な課題を抱えるケースが出てきている。今後、基幹相談支援機

能の見直しを含めた検討を進めるとともに、社協等の関係機関との連携の強化に向け、協議

の場づくりを進めていく。 

 

(2)成年後見制度利用支援事業 

【年間実績及び見込量】 

区分 
第 4期計画・実績値 第 5期計画・見込値 

27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度 

成年後見制度 

利用支援事業 

実利用者数 

（人） 
1 3 1 2 2 2 

実

績

値 

成年後見制度

利用支援事業 
実利用者数 

（人） 
   0 

 

0 

 

 

 

【見込量の確保の方策】 

平成 28 年度に身寄りのない知的障がい者等の成年後見の市長申し立てを２件行いま

した。また、成年後見の審判の請求をした家族の方に、審判の請求に要する費用の助成



 

 
 

を１件行いました。今後、成年後見制度を必要とされる方が増えてくると思われるため、

制度の積極的な情報提供を行い、利用促進に取り組んでいきます。 

【令和元年度  成果・課題】 

●令和元年度は成年後見制度利用支援事業の実績がなかったものの、総合相談支援セン

ターあいでは権利擁護に関する相談を 2件受けている。 

また、成年後見制度利用促進計画における中核機関の設置に向け、津地方裁判所が主

催し、管轄である市（津市、鈴鹿市、亀山市）が参加した連絡会において裁判所との連携を

含めた情報共有を行った。 

 

(3)意思疎通支援事業 

【年間実績及び見込量】 

区分 
第 4期計画・実績値 第 5期計画・見込値 

27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度 

手話通訳者 

派遣事業 
実利用件数 

（件） 
2 1 4 5 10 15 

要約筆記者 

派遣事業 

実利用件数 

（件） 
1 2 2 5 10 15 

手話通訳者 

設置事業 
実設置者数 

（人） 
0 1 1 1 1 1 

実

績

値 

手話通訳者 

派遣事業 実利用件数 

（件） 

   1 11  

要約筆記者 

派遣事業 
   1 0  

手話通訳者 

設置事業 
実設置者数 

（人） 
   1 1  

 

【見込量の確保の方策】 

手話通訳者や要約筆記者の派遣を一般社団法人三重県聴覚障害者協会に委託し、意思

疎通の支援を行うとともに、手話通訳や要約筆記を必要とする方の利用を促進するため、

他市町村からの転入時や障害者手帳交付時のサービスの案内のほか、市のホームページ

において制度の積極的な周知を行います。 

手話通訳設置事業については、平成 28 年度から１名の手話通訳者を週１回あいあい

の窓口に配置しています。今後も、市の窓口で手続き等を行う際にコミュニケーション

が円滑にできるように、設置日を増やす等、充実に努めます。 

【令和元年度 成果・課題】 

●令和元年度の手話通訳者派遣事業は 11件、要約筆記者派遣事業は 1件であった。今

後も窓口における制度利用の周知を行いつつ、利用回数の増加に取り組んでいく。 

窓口に配置した手話通訳（1人）には、令和元年度は延べ 18件（実利用者 5人）の利用が

あった。手話通訳者を配置した曜日が、市民に定着してきており、今後も継続して配置してい

く。 

  



 

 
 

(4)日常生活用具給付等事業 

【年間実績及び見込量】                       

区分 
第 4期計画・実績値 第 5期計画・見込値 

27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度 

介護・訓練支援用具 

給付等 

件数（件） 

13 1 2 5 7 9 

自立生活支援用具 10 3 2 7 9 11 

在宅療養等支援用具 12 13 4 12 14 16 

情報・意思疎通支援

用具 
5 5 8 7 9 11 

排泄管理支援用具 871 858 918 860 870 880 

居宅生活動作補助用

具（住宅改修費） 
6 1 2 3 4 5 

実

績

値 

介護・訓練支援用

具 

給付等 

件数（件） 

   4 5  

自立生活支援用具    3 6  

在宅療養等支援用

具 
   15 15  

情報・意思疎通支

援用具 
   8 10  

排泄管理支援用具    977 

 

1,076 

 

 

居宅生活動作補助

用具（住宅改修費） 
   4 1  

 

【見込量の確保の方策】 

障がい者手帳の所持者が増加してきており、今後も給付対象者は増加すると推察され

ます。各用具についての情報収集に努め、利用者や関係者に対して十分な説明をするこ

とにより、サービス内容の理解を図り、適切な給付に努めます。 

【令和元年度 成果・課題】 

●目標値 913件（全体）に対し、令和元年度は介護・訓練支援用具や自立生活支援用具

が若干目標に達しなかったものの、それ以外項目においては、全て目標に達しており、全体と

して 1,113件と前年度実績（全体 1,011件）と比べても大幅に増加した。 

今後も排泄管理支援用具を中心として継続的な利用が見込まれており、支援が必要な人に

必要な用具が給付できるよう、支援に努めていく。 



 

 
 

  

(5)移動支援事業 

【年間実績及び見込量】 

区分 

第 4期計画・実績値 第 5期計画・見込値 

27年度 28年度 
29年度

(見込) 
30年度 元年度 ２年度 

移動支援事業 

実利用者数 

（人） 
16 18 18 22 24 25 

延べ利用時間数

（時間） 
558 769 944 850 930 970 

実

績

値 

移動支援 

事業 

実利用者数 

（人） 
   21 26  

延べ利用時間数

（時間） 
   1,426 1,981  

 

【見込量の確保の方策】 

障がいのある人等の多様な活動や社会参加、自己実現を支える重要なサービスとして、

必要な人にサービスが十分提供されるよう、実施事業者の確保に努めます。 

【令和元年度 成果・課題】 

●屋外における移動が困難な利用者は年々増加しており、利用者数、利用時間ともに目標

を達成した。利用ニーズは高いため、今後も利用時間の増加が見込まれる。 

≪任意事業≫ 

(1)訪問入浴サービス【新規事業】 

【年間実績及び見込量】 

区分 

第 4期計画・実績値 第 5期計画・見込値 

27年度 28年度 
29年度

(見込) 
30年度 元年度 ２年度 

訪問入浴サービス 
実利用者数 

（人） 
   0 5 7 

実

績

値 

訪問入浴 

サービス 
実利用者数 

（人） 
   事業化 3  

【見込量の確保の方策】 

平成 31年 4月から、在宅の身体障がい者のうち在宅で入浴することが困難な方を対

象として自宅に訪問入浴車が訪問して看護師または准看護師 1名及び介護職員 2名が入

浴の介助を行う事業を開始しました。 

【令和元年度 成果・課題】 

●平成 31年 4月からのサービス提供開始に伴い対象者への個別通知を行った。令和元

年度中に障がい児 2名、障がい者１名の利用があった。今後もサービスを必要としている方

に提供を行っていきたい 

  



 

 
 

(2)生活訓練等 

【年間実績及び見込量】 

区分 
第 4期計画・実績値 第 5期計画・見込値 

27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度 

生活訓練等 
実利用者数 

（人） 
8 9 10 11 12 13 

実

績

値 

生活訓練等 
実利用者数 

（人） 
   10 11  

 

【見込量の確保の方策】 

視覚障がい者を対象に、視覚障害生活訓練員による生活訓練を行うことにより、視覚

障がい者の社会参加の促進を図ります。 

【令和元年度 成果・課題】 

●利用者は、平成 27年度 8人から令和元年度に 11人に増加している。利用者は毎年継

続して利用されており、既存の利用者は継続しつつ、今後も利用者は増加していく傾向にあ

る。 

 

(3)日中一時支援 

【年間実績及び見込量】 

区 分 
第 4期計画・実績値 第 5期計画・見込値 

27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度 

日中一時 

支援事業 

実利用者数 

（人） 
59 75 92 90 95 100 

延べ利用時間数

（時間） 
2,930 3,724 4,652 4,600 4,900 5,200 

実

績

値 

日中一時 

支援事業 

実利用者数 

（人） 
   107 138  

延べ利用時間数

（時間） 
   5,856 5,946  

 

【見込量の確保の方策】 

日中一時支援は、ニーズが高く今後も利用の増加が見込まれることから、サービスが

十分に提供されるよう、障がいのある人や障がいのある子どもの日中活動の場を確保し、

ニーズに対応できるよう事業の促進を図ります。 

【令和元年度 成果・課題】 

●実利用者は、平成 27年度に 59人であったものが、年々増加しており、令和元年度は

138人と 2.3倍に増え、これにあわせ利用時間数も大幅に増加している。ともに目標を達成

しており、利用ニーズが高いことから、今後も増加していくと思われる。 

  



 

 
 

５ 第 1期亀山市障がい児福祉計画の概要 

第 1期亀山市障がい児福祉計画は、児童福祉法第 33条の 20に基づき策定するもの

で、障がい児通所支援等の確保に関する計画となり、国の基本指針に即して、計画期間

（平成 30年～令和２年度）における成果目標を設定し、その成果目標を達成するため

の活動指標（個別サービスの見込量等）を定めています。 

 

６ 計画期間における目標値 

障がい児支援の提供体制の整備等 

国の指針では、令和２年度末までに市町村において児童発達支援センターを１ヶ所以

上設置することや、保育所等訪問支援を利用できる体制を構築することを成果目標とし

ています。また、令和２年度末までに、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事

業所及び放課後等デイサービス事業所を各市町村に１ヶ所以上確保することや、平成

30年度末までに医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場を設けることを成果目

標としています。 

 

項  目 数 値 説  明 

【目標値】 

２年度末の児童発達支援センタ

ーの設置 

 １か所 
児童発達支援センターの新たな建設を視野に

入れ、センター機能としてのソフト面の充実

を図ります。 
【目標値】  

２年度末の保育所訪問等支援を

利用できる体制の構築 

 １か所 

【目標値】 

２年度末の主に重症心身障害児

を支援する児童発達支援事業所

及び放課後等デイサービス事業

所の確保 

  １か所 

 

児童発達支援事業所数 

 

 ２か所   放課後等デイサービス事業所数 

【目標値】 

30年度末の医療的ケア児支援の

ための関係機関の協議の場の設

置 

 １か所 
  広圏域 

近隣市も含めた広圏域で保健、医療、障がい

福祉、保育、教育等の関係機関が連携を図る

ための協議の場の設置をめざします。 

 

【令和元年度 成果・課題】 

●児童発達支援センターの必要な機能等を検討するため、市の情報共有等の協議ができる

場を設け、検討を進めた。今後も、必要な機能を検討し、関係部署との協議を進めていく。 

 重度心身障害児を支援する放課後等デイサ－ビス事業所は市内に 1か所となり、計画目

標値の実現に向け、新規参入を促していく。また、医療的ケアが必要な児を支援するため、

三重大学小児トータルケアセンターや三重病院が事務局となり、近隣５市（津・鈴鹿・亀山・

伊賀・名張）が研究会を立ち上げ、医療的ケアに係る課題の検討・情報共有などができる広

圏域の協議の場を設置した。今後は、広域圏にて困難事例ケースの問題解決を図るため三

重大学小児トータルケアセンターが中心となり、スーパーバイズチームを立ち上げる予定であ

り、チーム編成に向けた研修には当市職員も参加予定である。 

  



 

 
 

７ 障がい児福祉サービスの目標とその確保のための方策 

障がい児支援 

 障がい児福祉サービスは、発達支援の提供や放課後等の障がい児の居場所づくりなど

を行うものです。平成 30 年４月からは、重度の障がい等の状態にある障がい児であって、

障害児通所支援を利用するために外出することが著しく困難な障がい児に発達支援が提

供できるよう、障がい児の居宅を訪問して発達支援を行う居宅訪問型児童発達支援が新

たに創設されました。 

①児童発達支援 

区分 
第 4期計画・実績値 第 5期計画・見込値 

27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度 

目標値 
給付時間（人日／月） 10 15 20 83 100 120 

利用者数（人／月） 2 3 4 10 12 14 

実績値 
給付時間（人日／月） 21 50 81 157 196  

利用者数（人／月） 4 6 11 19 23  

 

②医療型児童発達支援 

区分 
第 4期計画・実績値 第 5期計画・見込値 

27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度 

目標値 
給付時間（人日／月） 0 0 0 0 0 10 

利用者数（人／月） 0 0 0 0 0 1 

実績値 
給付時間（人日／月） 0 0 0 0 0  

利用者数（人／月） 0 0 0 0 0  

 

③放課後等デイサービス 

区分 
第 4期計画・実績値 第 5期計画・見込値 

27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度 

目標値 
給付時間（人日／月） 184 240 312 690 760 830 

利用者数（人／月） 23 30 39 55 60 65 

実績値 
給付時間（人日／月） 444 503 630 584 1,150  

利用者数（人／月） 34 39 50 61 74  

 

【令和元年度 成果・課題】 

【児童発達支援】 

●市内では、利用者のニーズが高く、平成 27年度から年々増加し、令和元年度も、目標値

に対し、ともに給付時間、利用者数ともに達成している。今後も、児童発達支援のニーズは高

いことから、増加していくと思われる。 

【放課後等デイサービス】 

●利用者は、平成 27年度に 34人であったものが令和元年度は 74人となり、給付時間に

ついても平成 27年度には 444時間であったものが 1,150時間となり、利用は大幅に超えて

いる。小学校への入学等に際し新規の利用登録が多くなっている。今後も継続的な利用に

伴い、給付時間は増加していくと思われるため適切に対応できるよう、事業所と連携を図って

いく。 

  



 

 
 

④保育所等訪問支援 

区分 
第 4期計画・実績値 第 5期計画・見込値 

27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度 

目標値 
給付時間（人日／月） 0 0 0 0 0 5 

利用者数（人／月） 0 0 0 0 0 1 

実績値 
給付時間（人日／月） 0 0 0 0 0  

利用者数（人／月） 0 0 0 0 0  

 

⑤居宅訪問型児童発達支援【新規】 

区分 
第 4期計画・実績値 第 5期計画・見込値 

27年度 28年度 
29年度

(見込) 
30年度 元年度 ２年度 

目標値 
給付時間（人日／月）    0 0 10 

利用者数（人／月）    0 0   1 

実績値 
給付時間（人日／月）    0 0  

利用者数（人／月）    0 0  

 

⑥障害児相談支援 

区分 
第 4期計画・実績値 第 5期計画・見込値 

27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度 

目標値 利用者数（人／月） 4 6 8 15 17 20 

実績値 利用者数（人／月） 8 8 12 14 18  

 

⑦医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーター配置人数【新規】 

区分 
第 4期計画・実績値 第 5期計画・見込値 

27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度 

目標値 利用者数（人／月）    0 0 1 

実績値 利用者数（人／月）    0 0  

 

◆サービスを確保するための方策 

 「児童発達支援」、「放課後等デイサービス」ともに需要が高く、利用者が大幅に増

えてきています。「児童発達支援」については平成 29年度に市内に初めて事業所が開

設されました。今後更なる需要に応えるため、事業所の新規参入を促すとともに、児童

発達支援センターの設置をめざします。 

【令和元年度 成果・課題】 

【障害児相談支援】 

●計画相談を利用される児は、児に係るサービスの増加にあわせ年々増加しており、今後も

その傾向は続くと思われる。児の相談支援を希望される利用者が支援を受けられるよう、事

業所と連携を図りながら対応していく。また、保育所等訪問支援（鈴鹿市 2か所）や居宅訪

問型児童発達支援（鈴鹿市１か所）の事業所は市内にはなく、利用者のニーズを把握しつ

つ、事業所の参入を促していく。 



 

 
 

 

８ 鈴鹿・亀山障がい保健福祉圏域プラン 

                                    （か所） 

施策項目 
現状値 

（Ｈ28） 

目標値 

(Ｈ２) 
平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

居宅介護 34 36 34 32  

重度訪問介護 23 25 24 24  

同行援護 9 9 6 6  

行動援護 3 3 2 2  

重度障害者等包括支援 0 0 0 0  

生活介護 14 16 15 17  

療養介護 1 1 1 1  

短期入所 9 10 9 10  

共同生活援助 15 18 16 24  

自立訓練（機能訓練） 0 0 0 0  

自立訓練（生活訓練） 2 2 2 2  

就労移行支援 5 8 6 6  

就労継続支援（Ａ型） 12 14 12 12  

就労継続支援（Ｂ型） 30 ２ 35 35  

就労定着支援 ― 5 1 1  

総合相談支援 １ １ 1 1  

地域相談支援（地域移

行支援、地域定着支

援） 

3 5 3 2  

計画相談支援 15 17 16 15  

児童発達支援 10 12 13 13  

放課後等デイサービス 20 23 30 30  

保育所等訪問支援 1 2 2 2  

 


















